
２０２１年７月５日 
 

【ゴルフコース管理作業における死亡事故の防止について】 
 
 
「ゴルフコース管理作業における死亡事故」が、２０２１年５月２９日（茨城県
１名死亡）、６月９日（神奈川県２名死亡）及び６月２３日（福島県１名死亡）
と連続して発生しております。これら事故の原因等については、関係機関の調査
結果及び該当ゴルフ場からの発表を待たざるを得ませんが、ゴルフ場内での死
亡事故であるため、ゴルフ場業としての労働災害に該当するか否かに係わらず、
再発防止を徹底する必要があると判断いたしました。 
 
つきましては、ゴルフ場事業者各位におかれましては、安全管理体制を見直すと
ともに、事故防止に努めていただき、次ページ以降の『ゴルフコース管理作業に
おける死亡事故の防止について』をお願い申し上げます。 
 
 
▼次ページ：ゴルフコース管理作業における死亡事故の防止について 
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        2021 年 7 月５日 

ゴルフ場事業者 各位 

 

公益財団法人日本ゴルフ協会 

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 

日本ゴルフ場支配人会連合会 

特定非営利活動法人日本芝草研究開発機構 

 

ゴルフコース管理作業における死亡事故の防止について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より、ゴルフ界発展のために格別のご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

さて、「ゴルフコース管理作業における死亡事故」が、2021 年 5 月 29 日（茨城県 1 名死亡）、6 月 9 日（神

奈川県 2 名死亡）及び 6 月 23 日（福島県 1 名死亡）と連続して発生しております。これら事故の原因等につ

いては、関係機関の調査結果及び該当ゴルフ場からの発表を待たざるを得ませんが、ゴルフ場内での死亡事故

であるため、ゴルフ場業としての労働災害に該当するか否かに係わらず、再発防止を徹底する必要があると判

断致しました。 

 

つきましては、ゴルフ場事業者各位におかれましては、安全管理体制を見直すとともに、事故防止に努めて

いただきたく、本文書にてお願いする次第でございます。 

 

尚、労働災害については 2012 年に「ゴルフ場の事業における労働災害防止のためのガイドライン」（中央労

働災害防止協会）制定以降は徐々に減少しておりますが、コース管理作業の機械化による効率化やゴルフ場従

業員の高年齢化等により、今後、労働災害事故や外部委託業者の事故が増加する懸念が増しております。 

安全対策に関し、別紙を参照頂き、再度の徹底を図って頂きたく、お願いを申し上げます。 

                                              敬具 

               

記 

 

1. 今後の労働災害等の防止にあたって(参考) 別紙 

 

2. 「ゴルフ場の事業における労働災害防止のためのガイドライン」ご紹介 別紙 

   以上  



p. 2 

 

労働災害等の防止対策の一例(参考) 

 

（１） 機械設備等の不安全な状態に対する防止対策 

・ 機械に挟まれ、巻き込まれ⇒機械に囲い、覆い等を設置する 

・ 高所からの墜落・転落⇒2ｍ以上の高所作業時は「墜落制止用器具」の装着、安全な作業床の確保

（作業床のある足場の設置）、手すり・中さん等の設置 

・ 転倒災害⇒床面を滑りにくくする、滑りにくい靴を履く、床の段差をなくす 

・ 適切な安全装置等を設置する 

・ 適正な保護具を使用する(安全靴・安全帽等) 

・ 機械設備の点検を定期的に実施する 

・ 安全装置、保護具を日常的に点検する 

・ 安全通路を定める 

・ 事業場内の整理整頓を行う 

・ 照明を明るくする 

 

（２） 労働者の不安全な行動に対応 

・ 安全な作業手順を定め、労働者に周知・徹底する 

・ 安全な作業手順どおり実行するように労働者に安全教育を実施する 

・ 災害事例を発表し、類似災害を防止するように注意を喚起し、労働者の安全意識を高める 

・ 保護具の適正な使用方法を徹底させる 

・ 交通事故に対する交通安全教育を実施する 

・ 注意喚起のための掲示をする 

・ 腰痛防止のための作業方法の確立や体操を実施する 

 

（３） その他 

・ 安全衛生管理体制の確立⇒安全衛生委員会（月 1 回以上開催）を活性化する 

ヒヤリハット事例を収集して防止対策を検討し、職場内に徹底する 

・ 資格の必要な作業には有資格者を就かせる（無資格者は作業させない） 

・ 作業主任者の選任が必要な作業については、必ず作業主任者を選任する 

・ 事業場内の安全総点検（安全パトロール）を実施し、機械設備等の不安全な状態や労働者が不 

安全な行動を行っていないか点検する 

・ 職長教育を実施する 
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